
●事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
●店頭の値札・棚札などの他、チラシ・カタログ・広告など、
どのような表示媒体でも対象となります。
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消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、
支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、
価格の比較も容易にできるように表示する義務があります。

※このチラシは、財務省公表の資料を基に作成しています。


